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法
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万

人

権

利

回

復

成
年
後
見
制
度
＝
田
＝
で
後
見
人
が
付
い
た
知
的
障
害
者
ら
も
選
挙
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
、

公
職
選
挙
法
の
排
除
規
定
を

一
部
削
除
す
る
改
正
案
が
２７
日
の
参
院
本
会
議
で
全
会

一
致
で
可

決
、
成
立
し
た
。
１
カ
月
間
の
周
知
期
間
を
経
て
、
７
月
の
参
院
選
前
か
ら
後
見
人
が
付
い
た
成

年
被
後
見
人
に
も
選
挙
権
と
被
選
挙
権
が
認
め
ら
れ
る
。　
　
　
▼
３９
面
＝
「
選
挙
に
行
き
ま
す
」

新
不
正
防
止
策
盛
る

成年後見制度

公
選
法
Ｈ
条
で
は

「
選
挙
権

及
び
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
」

と
特
定
の
人
に
選
挙
権
を
認
め

一
な
い
排
除
規
定
が
設
け
ら
れ
て

一
い
る
が
、
そ
こ
か
ら

「
成
年
被

一
後
見
人
」
を
削

っ
た
。
成
年
被

一
後
見
人
は
昨
年
末
時
点
で
約
１３

一
万
６
千
人
。

２７
日
の
参
院
本
会

一
議
で
は
、
成
年
被
後
見
人
に
憲

一
法
改
正
に
関
す
る
国
民
投
票

へ

一
の
投
票
権
を
認
め
る
改
正
国
民

一
投
票
法
も
成
立
し
た
。

一　

改
正
公
選
法
に
は
、
特
定
の

候
補
者
に
誘
導
す
る
不
正
投
票

の
防
止
策
も
盛
り
込
ま
れ
た
。

知
的
障
害
や
認
知
症
な
ど
に
よ

り
自
力
で
投
票
用
紙
に
記
入
で

き
な
い
人
向
け
の
代
理
投
票
制

度
で
は
、
代
筆
役
と
投
票
を
見

守
る
計
２
人
の
補
助
者
を
選
挙

管
理
委
員
会
の
職
員
ら
投
票
所

の
事
務
従
事
者
に
限
定
。
入
院

中
だ

っ
た
り
施
設
に
入
所
し
て

い
た
り
し
て
投
票
所
に
足
を
運

べ
な
い
人
に
つ
い
て
は
、
病
院

1亜
~

や
施
設
内
の
不
在
者
投
票
で
施

設
職
員
が
無
断
で
特
定
候
補
に

投
票
し
な
い
よ
う
、
立
会
人
と

し
て
第
二
者
を
置
く
努
力
義
務

を
施
設
側
に
課
し
た
。

海
外
の
成
年
後
見
制
度
に
詳

し
い
早
稲
田
大
の
田
山
輝
明
教

授

（民
法
）
は

「
オ
ー
ス
ト
リ

ア
と
英
国
で
は
後
見
人
を
付
け

認
知
症
や
知
的
障
害
な
ど
で
、
判
断
能
力
が
不
十
分
な

人
の
財
産
管
理
や
契
約
行
為
を
支
え
る
制
度
。
知
的
障
害

者
ら
の
財
産
処
分
権
な
ど
を

一
律
に
制
限
し
た
禁
治
産
制

度
に
代
わ
り
、
２
０
０
０
年
に
導
入
さ
れ
た
。
家
庭
裁
判

所
が
本
人
側
の
申
請
を
受
け
、
判
断
能
力
に
応
じ
て
親
族

や
弁
護
士
ら
を
後
見
人
、
保
佐
人
、
補
助
人
の
い
ず
れ
か

に
選
任
す
る
。
公
職
選
挙
法
で
は
、
後
見
人
が
つ
い
た
場

合
の
み
選
挙
権
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

た
人
に
選
挙
権
を

一
律
に
回
復

さ
せ
た
が
、
不
正
投
票
や
運
用

上
の
問
題
は
出
て
い
な
い
」
と

話
す
。

全
国
の
自
治
体
は
今
後
、
７

月
の
参
院
選
に
向
け
て
準
備
を

本
格
化
さ
せ
る
。
総
務
省
に
よ

る
と
、
成
年
被
後
見
人
を
選
挙

人
名
簿
で
有
権
者
に
戻
す
手
続

き
が
必
要
に
な
る
。
横
浜
市
で

は
新
た
に
対
象
と
な
る
約
３
８

０
０
人
分
の
デ
ー
タ
を
選
管
職

員
が
電
子
シ
ス
テ
ム
に
手
作
業

で
入
力
し
て
い
く
と
い
う
。

今
回
の
法
改
正
は
、
成
年
被

後
見
人
に
選
挙
権
を
認
め
な
い

公
選
法
の
規
定
を

「
憲
法
違

反
」
と
し
た
３
月
の
東
京
地
裁

判
決
が
き

っ
か
け
。
安
倍
政
権

は
東
京
高
裁
に
控
訴
し
た
が
、

自
民
、
公
明
両
党
が
法
案
づ
く

り
を
進
め
、
５
月
１７
日
に
与
野

党
８
会
派
が
衆
院
に
公
選
法
改

正
案
を
共
同
で
提
出
し
た
。

東
京
高
裁
の
控
訴
審
弁
論
は

７
月
１７
日
に
指
定
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
、
原
告
の
選
挙
権
が

回
復
し
た
こ
と
で

「訴
え
の
利

益
」
は
な
く
な
り
、
訴
訟
は
近

く
終
結
す
る
見
通
し
だ
。

一
方
、
札
幌
、
さ
い
た
ま
、

京
都
の
３
地
裁
で
続
く
同
種
の

訴
訟
は
東
京
訴
訟
と
異
な
り
原

告
側
が

「選
挙
権
が
な
か

っ
た

こ
と

へ
の
慰
謝
料
」
を
国
に
求

め
て
い
る
た
め
、
訴
訟
を
継
続

す
る
こ
と
は
可
能
。
安
倍
政
権

は
賠
償
責
任
に
影
響
す
る
可
能

性
が
あ
る
と
み
て
、
東
京
高
裁

へ
の
控
訴
を
取
り
下
げ
な
い
方

針
だ
。
民
主
党
の
海
江
田
万
里

代
表
は
２７
日
の
会
見
で
、
控
訴

の
取
り
下
げ
を
求
め
た
。
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「次
の
選
挙
に
行
き
ま
す
」

成
年
後
見
利
用

原
告
ら
喜
び

こ

れ

で
投

票

に
行

け

る

―

―

。
成
年
後
見
人
が

つ
い
た
人

に
選
挙
権
を
認
め
る
改
正
公
職

選
挙
法
が
２７
日
、
国
会

で
成
立

し
た
。
裁
判
を
闘

っ
て
き
た
原

告
た
ち
は
、
傍
聴
席
か
ら
そ
の

瞬
間
を
見
守
り
、
喜
ん
だ
。
改

正
を
機
に
、
成
年
後
見
制
度
自

体
の
見
直
し
論
も
高
ま
る
。

▼
１
面
参
照

２７
日
午
後
４
時
す
ぎ

、
参
議

院
本
会
議
場
。
議
場
モ

ニ
タ
ー

で
可
決
を
知
る
と
、

な東
凍
馳
滅

で
の
訴
訟
の
原
告

ｏ
名
児
耶
匠

さ
ん
（
５０
）
は
右
手

こ
ぶ
し
を
、

小
さ
く
突
き
上
げ
た
。

名
児
耶
さ
ん
は
ダ
ウ
ン
症
。

ず

っ
と
選
挙

で
投
票
を
続
け
て

き
た
が

、
２
０
０
７
年
、
将
来

を

心

配

し

た

父

の
清

吉

さ

ん

（
８．
）
が

後

見

人

に

な

る

と

突

然
、
選
挙
権
を
失

っ
た
。
な
ぜ

な
の
か
。

１１
年
に
提
訴
し
、
東

京
地
裁
は
今
年
３
月
、

「
選
挙

権
を
与
え
な
い
の
は
違
憲
」
と

断
じ
た
。
そ
れ
か
ら
２
カ
月
余

り
で
、
法
改
正
が
実
現
し
た
。

「次
の
選
挙
に
行
き
ま
す
」
。

可
決
後
、
東
京
都
内
で
の
記
者

会
見
で
名
児
耶
さ
ん
は
は

っ
き

り
答
え
た
。
さ
い
た
ま
地
裁
の

原
告
、
浅
見
寛
子
さ
ん
（５７
）
は

「う
れ
し
い
で
す
」
、
札
幌
地

裁
の
原
告
、
神
聡
さ
ん
（５３
）
も

ズ
選
挙
に
行
き
た
い
と
）
思

っ

て
ま
す
」
と
声
を
弾
ま
せ
た
。

会
見
を
見
守

っ
た
日
本
自
閉

症
協
会

の
柴
田
洋
弥

・
政
策
委

員
は

「
成
年
後
見
制
度
は
抜
本

的
に
見
直
す
べ
き
だ
」
と
指
摘

す
る
。
選
挙
権
同
様
、
後
見
人

な
ど
が

つ
く
と
制
限
さ
れ
る
権

利
が
ほ
か
に
も
あ
る
か
ら
だ
。

代
表
例
は
地
方
公
務
員
。
地

方
公
務
員
法

で
は
、
後
見
人
や

保
佐
人
が

つ
く
と
職
員
に
な
れ

な
い
。
自
閉
症

の
明
石
徹
之
さ

ん

（
４０
）
は
１
９
９
３
年
か
ら
、

川
崎
市
職
員
と
し
て
清
掃
の
仕

事
を
し
て
い
る
。
母
親
の
洋
子

さ
ん

（
６７
）
は
財
産
管
理
の
面
か

ら
後
見
制
度
の
利
用
を
考
え
た

が
、

「
退
職
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
」
と
あ
き
ら
め
た
。

日
本
成
年
後
見
法
学
会
理
事

長
の
新
井
誠

・
中
央
大
学
法
学

部
教
授

（民
法
）
は

「制
度
の

普
及
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
。
選

挙
権
以
外
に
つ
い
て
も
権
利
の

制
限
を
撤
廃
す
る
べ
き
だ
」
と

指
摘
す
る
。
　

（小
松
隆
次
郎
）

公
選
法
改
正
案
が
参
院
本
会
議
で
可

決
、
成
立
し
た
の
を
見
届
け
る
名
児

耶
匠
さ
ん

（前
列
左
）
、
浅
見
寛
子

さ
ん

（
２
列
目
中
央
）
ら
原
告
団
＝

２７
日
午
後
、
樫
山
晃
生
撮
影


